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！ 第１章人と自然が共生する環境保全のまち

基本目標 基本方宿 関連計画

人と自然が共生する

環境保全のまち

資源を循環させ環境を大切

にするまちをつくる

健康に生活できる安全な環

境をつくる

自然と仲よく暮らすまちを

つくる

･枚方市都市計画マスターブ

ラン

・枚方市環境基本計画

・枚方市緑の基本計画

・枚方市都市景観基本計画

・資源循環型社会構築のため

の枚方市一般廃棄物及び

滴TFllL理基本計画

､下水道整備５箇年計画

第１節資源を循環きせ環境を大切にするまちをつくる

《基本方向》

.｢１丁氏・事業者・行政のそれぞれが、資源の大切さを認識し、ごみの発生抑制や再使111.

1U:化利''１（リデュース・リユース・リサイクル）に積極的にllX1O組み、｜肋ﾉ｣して、エネル

ギーをｲ丁効に活111できる資源を循環きせ環境を大切にするまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向 施策目標

琶鱗…[iI蕪二蓋:鬘■■
環境保全のための体制を確立する
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

1．資源を循環させてごみを減らす

（合、求められていること）

人|,上生産・大越消費を韮iiIMとする経済活動や/l=活様式が定着した1M在、廃棄物は大'１ｔ

に発生しますが、一方で廃莱物の処理は益々困難になっています。

ｌｉＩ時に、快適性や利便性を追求する生活様式は、地球規棋で進行する環境汚染と密接

に関連しています。

このような問題を解決するためには、従来のように排出された廃棄物の処理を行うだ

けでなく、廃棄物の発生をできる限り抑制するとともに、廃棄物を資源として循環させ

るⅡ:会システムの構築に収1)粥Ⅱむことが求められています。

（取り組みの方向）

ごみの発生抑制を徹底するとともに、ＩＩｉ使用・再生利川など多様な資源循環の'liiiiを広

げます。

(1)ごみの発生抑制（リデュース）、資源の再使用・再生利月)（リユース・リサイクル）

を進める

(2)焼却ごみの半減化をめざす

２．エネルギーを有効活用する

（合、求められていること）

経済活動や市民活動のあらゆる局面がエネルギーにI判係しており、供給から消独の段

階で各種の環境負荷が発生しています。特に温室効果ガスの大部分は日常生活やｻﾄﾞ業活

動のエネルギー使用に伴い１１Ｍ)されます。

この温室効果ガスの排}ⅡIIllIlillのため､|之成１０ｲ'二（1998ｲ|:）｜()月に「地球温暖化対錐の１１ド

進に関する法律（地球温暖化対縦推進法)」が施行され、IIil腿、事業群、国、地ﾉj公共

'１１体などすべての者の｢Ｉｊ２的、積極的なJIYI)組みが求められています。また、「エネル

ギーの使用の合〕Hl1化に関する法律（省エネ法)」が平成１１年（1999年）４月から改|［施

行され、工場、建築物、Illil々の機器での省エネの強化や、エネルギーを使用するすべて

の者に対する合理的な使用が求められています、

環境負荷を低減し、持続的発展可能な社会を形成するためには、環境負荷の少ないエ

ネルギー供給Mil造の形成やエネルギー梢il1iの効率を|イリヒさせる取り組みが必要です。

（取り組みの方向）

持続的発展が可能な社会をめざし、エネルギーのｲ『効利111やクリーンエネルギーの導

入を進めます。

(1)エネルギーの節約、効率的利用を進める

(2)クリーンエネルギーの導入を推進する

ｺﾞﾊﾞ



第１章人と自然が共生する環境保全のまち

３．環境保全のための体制を確立する

（合、求められていること）

今11の環境ＭＩ１題は、地球ilTIU腔化やオゾン層の破壊など地球規模の問題からごみ'''１題や

自動llfによる大気汚染などの身近な地域の問題にまで広がり、それぞれの問題では襖激

の1；〔lk1が幅艤し、さらに、力１１１１帝と被害群が地球規悦で俊雑に絡み合い、解決をliIilｲ〈｜

雌にしています。

iij民・事業者・行政が各々に取り組むことでは限界があＩ)、それぞれの協働のもと総

合的な視点で取り組んでいく必要があ{)ます「

また、さまざまな取り組みを進めるうえで、環境IlUIluと''1分たちの生活の関わりにつ

いて知ることが大切で、そのため環境学:ｉＷ・教育を進めていく必要があります。

さらに、地球環境の,保全に貢献する新たな環境関連)雌染の育成も求められています。

（取り組みの方向）

「Ij氏・事業者・行政のそれぞれの責任と役割を明確にしながら、環境パートナーシッ

プの推進や環境団体との巡挑、環境教育の充実等を進めるなど、環境保全のための体制

をWI鉱します。
Ｑ：U

特に行政は、ＩＳＯ1400］（酬境マネージメントシステム）に収Ｉ)ｲ|[むなど、すべての

活動に長期的かつ総合的なｉＭ点で環境視点を取り入れ、かつ、率先的に環境に配Ni(した

行助を行います。

また、地球環境の保全に戊献する新たな環境関連潅堆を1fjf成します。

(1)すべての行政活動に環境視点を反映させる

(2)環境保全のための意識を尚め、行動を強める

(3)新たな環境関連産業を育成する

5９
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

第２節健康に生活できる安全な環境をつくる

《基本方向》

人気や水、土壌や地樅の保全をlxlるとともに、ｉｉｉけさのｍｉ係、有害化学物質対策の'''５進

に努め、すべての人々が健胤(で宏全な生活を営むことができる良好な環境を確保し、将来

の世代に引き継ぐことのできるまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鬘麗言≦

施策目標

:震んだ大気や祷ら…朧'…

{土…全…け…'驫索

1．澄んだ大気や清らかな水を確保する

（合、求められていること）

４足TI丁でも、工場・リド業所等に対する各種公害iMJ制に１１１()組み、産業公害についてはｲ堂

般的に改善されてきましたが、自動車の排気ガスによる大気汚染や交通騒音、ノヒ活排水

による河川水質汚濁などの都ilj・生活型公害はいまだに存在しています。きれいな空気

や安心して飲むことのできるおいしい水を確保することは、私たちが安全で快適な化活

を徴むうえで非常に砿要です。

また、近年、ごみの焼却処lIl1に''２うダイオキシン類等ｲ｢鱒化学物質の発/１２がin要なｌｌｌＩ

題となっておI，、環境負111j:の少ないごみ焼却施設が求められています。

（取り組みの方向）

市民が健康で安全で快適な生活が営めるように、大気や水質の環境改善やごみ焼却処

理の環境負荷を軽減する取り組みを進めるなど、澄んだ空気や清らかな水を確保します。

(1)大気汚染や有害化学物質等による汚染の未然防11ｔ

(2)環境負荷の少ないごみ処Ｊ１1システムを整備する

(3)inI111等の水質を改紳する

しI）安全でおいしい水を供給する
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第１菫人と自然が共生する環境保全のまち

２．土壌の安全性や、静けさを確保する

（合、求められていること）

土壌は、人をはじめﾉ川勿′|ﾐｲｱの基盤として、また、物質の術環やﾉ【k態系の維持などの

重要な役割を'11っています．農産物等の生産;機能、水質浄化・地ﾄｰ水形成機能、多様な

生態系の維持機能等､人の'l2iiWに密接に関係する上壌を保全することが求められています。

市街地の上壌汚染については、局所的な汚染が多く、顕在化することが少なかったの

ですが、近ｲ1：、上地)）｢ｲ｢杵による調査などによっでﾄﾘ明する燕例があ1)、，凋在や対策が

必要です。

地盤沈下については、沈静化傾向にあ1)ますが、Ｍ１市化の進展によ})地「水かん養機

能が低下しています地盤枕「はいったん禿/|ｉするとその１１１１復が1》Milliであるため、現状

の地盤環境の維持に努める必要があります‐

また、騒背は１１常生活に関係の深い公害問題であり苦情も多く、また、その発生源は

多種多様ですが、Ｉ:場、上水建築作業や近隣騒音の,1丁める割合がﾉ<きくなっています「

振動についても駁ffに比べてｉｌｆ情の件数は少ないものの、日常生活に関係の深い問題で

あり、的碓な対応が求められています。

（取り組みの方向）

上壌汚染の/k然|l"１kと''１|彼をlxlり、また、地囎沈ﾄｰを防I上するための｣|Iりﾙ|lみに努め

ます。騒音・振動の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るための収1)組みを進め

ます゜

'1’土壌や地盤を保全する

'2］騒音や振動を防止する

６ノ
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

第３節自然と仲よく暮らすまちをつくる

《基本方向》

豊かな生態系を育むii1I111、１１｣し山など、現在残っている、然を保全するだけでなく、それ

をつないだ動植物の生息空間の創出を行い、人と「1然がふれあって暮らせるまちをつく'〕

ます。

《施策の体系》

基本方向

|:鑿'……
施策目標

:……
:…熱をつ宅

1.自然を保全する

（合、求められていること）

本市は生駒111地と淀川の間に位置し、大部Tl丁近郊でありながら山ｌｌｌＩ地から低地まで、

多様な自然を有しています。近年、本市においても忽激な開発により自然が減少してい

る状況にありますが、私たちには先人から受け継いだ|`1然を、よ(〕良好な状態に保ち、

次世代に引き継ぐ責務があります。

また、これらの、然は、快適で魅力ある部Iljづくりのための重要な要素であり、その

積極的な保全を進めていく必要があります。

（取り組みの方向）

豊かな生態系を育むiiiJ1ll、皇山など、現在、残っている、然を保全し、次世代に引き

継ぎます。

(1)里山など残された、然を保全する

(2)豊かな水辺棗間をつくる

6２



第１章人と自然が共生する環境保全のまち

2．身近な自然をつくる

（合、求められていること）

身近な、然は、私たちが快適な生活を送るうえで敢要な要素であり、それらは「オー

プン空間（安心空間・防災空間）」「景観要素」「生物のﾉli息空間」「地域らしさの波ＩｌＩ（風

蛾)」「環境保全」「学習・レクリエーション」といった多様な機能をもち、私たちのノヒ

iiIiにやすらぎと潤いを与えてくれます。

そのため、iIj民が気軽に｢|然とふれあい、親しめる場を創出していく必要があります｡

（取り組みの方向）

身近な自然を創出するとともに、それらをつないだ動柿物の生息空|(Uの創出を行い、人

と自然がふれあって暮らせるまちをめざします。

(1)緑地や公|*|など身近に籾しめる自然をつく息

|]然空間のネットワーク化を１列る(２１

6-1



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

Ｉ（ 第２章やすらぎのなか､世代をつないで住み続けるまち

基本方向 関連計画基本目標

ｌ
ｉ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

|豊鰯：
快適でやすらぎのあるまち

をつくる

「農」を守り、活かすまち

をつくる

人にやさしく安全な交通体

系をつくる

,枚方市都市計画マスターブ

ラン

･枚方市住宅計画

･枚方市総合都市交通体系

･枚方市地域防災計画

･下水道整備５箇年計画

･枚方市緑の基本計画

･枚方市都市景観基本計画

･枚方市農業振興基本方針

･枚ｂ巾環境基本計画

第１節’快適でやすらぎのあるまちをつくる

《基本方向》

災害に強く、ゆと(）のある住環境の形成を図るとともに、誰もが安心して龍活できる

人にやさしい快適でやすらぎのあるまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鰹:重…
施策目標

快適な居住環境をつくる

美しいまち並みをつくる

刊
瑠

まちの安全を確保する

都市の施設を安心で快適なものにす否

nＪ



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

１．１快適な居住環境をつくる

（今、求められていること）

市民は、環境や）鯛,!、安全など、身近な居住｣MU苑が;悠備されたまちに魅ﾉﾉを感じてい

ます。今後、人１１が減少していくなか、都市間競争の激化も予想され、快適な居住環境

を整備し、都１１丁の魅力を高めることがまちづく1)を琴えるうえで大変重要とな{)ます゜

一方、本市は、過去、急激な人[l増加に伴う行政M了要への対処に追われた結果、道路

や下水道などの都11丁基盤整備にかかる課題が菰み残されています。

また、宅地|}'１発のIiblrUからみても、大規模で良好な'１丁街地開発が減少し、小規模分散

)(1開発が増川|してお|)、＃『たな無秩序な宅地|船１発が懸念されます。

このような課題に対応し、「h民が定住したいと感じる快適な居住環境を整備すること

が重要です。

（取り組みの方向）

良質でゆと1)ある住宅地を形成し、道路、下水道などの生活を支える都市潅盤を整Ｉｉｌｉ

し、快適な居住環境をつくります．

(]）ゆとりある11;宅地を維持・形成する

(2］良質な住宅をIilli保し、ルト住水ｆＩにの向上をIxlる

[３１快適な生inを支える都ＩＩＪ雄糀を終I11Iiする

２．美しいまち並みをつくる

（会、求められていること）

市民は、まちづく1)において住環境のゆとりや落ちｲ'ifき、自然の１１１(かさを求めるよう

になっています。そうしたニーズに応えるためには、蛾観lUijに配慮したまちづくり、個

性と魅力あるまち並みをつくることが重要です

また、美しいまち並みをつくるには、市民・事業者が不法な広告物の掲出をなくし、

ごみの不法投棄やポイ捨てをしないといった行動が求められます。

（取り組みの方向）

住環境のゆと})や落ち着きを感じることのできる、個性と魅力あるまち並みを形成す

るとともに、IljLGモラルを向上させてポイ捨てごみなどのない美しいまちiliiみをつくり

ます。

（１）良好なまち､1tみを保全・形成する

'2）ポイ捨てごみなどのない、きれいなまちにする

ri5
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

３．まちの安全を確保する

（今、求められていること）

安全で安心な/'２活を営めるまちをつくることは、まちづくりにとって非常に重要な課

題です。

」山震・風水害・火災等の災蒋による被害を最小限に抑えるため、建物の安全性のIilli係

や災害の未然防112策を講じるなど、災害に強いまちづくりが求められています。

また、最近、さまざまな局面で社会不安が増す傾向にあり、地域の防犯力・防災力を

商め、不安を解消することが快適でやすらぎのあるまちづくりにつながります。

また、大規模災害に備えてii1111の改修や救援・救護体iIillを構築することや、あるいは

病原性大腸菌0157のような感染症に備えるなどの危機管J1Kが重要です。

（取り組みの方向）

’|j民が安全で安心な生活を悩める防犯性・防災性の高いまちづく1)を進めるとともに、

災害時に被害を鮫小限にするシステムや体制づくりを進め、まちの安全を確保します。

(1)建築物の安全性を確保する

(2)火災・危険物事故等の被111:を防ぐ

(3)大規模災嘗や感染症などへの備えを強める

(4)犯罪を防止する

４．都市の施設を安心で快適なものにする

（合、求められていること）

人阪府では「人阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、不特定かつ多数の人が利)|Ｉす

る建築物、道路、公園、１$|さL|〔｣i脇などの施設を対象として、すべての人が安全利用できる

ように整備が進められています。

本市においても、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、すべての人が安全で快

適に過ごせるように、まちのバリアフリー化を推進するとともに、その発展として、す

べての人にとって安全で快適なまちとするユニバーサル・デザインによるまちづくりを

進める必要があります。

また、高齢社会が進行することに伴い、亡くなられる力も増加するため、心やすらか

に人を弔うことができるための基盤である火葬場を整IIlliすることが望まれています。

6［



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

（取り組みの方向）

障害のある人もない人も、市民社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し、生き

生きとＷｉ動できるノーマライゼーション社会の炎｣〕,lをめざして、まちのバリアフリー化

を推進するとともに、その発展として、すべての人にとって安全で快適なまちとするユ

ニバーサルデザインによるまちづくりをめざします

また、心やすらかに人を弔うことができる基盤である周辺環境と調和した火葬場を整

傭します。

(1)ユニバーサルデザインを推進する

(2)心やすらかに人をjljう基盤を繋備す愚

'J01P8缶0.,0
-Ｔｂ⑰－

■

、Ｉ

鋤．』ず■

ｒ８ｉ

型、
P

MfJL薑蘂
■痕【

～Ｐ
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

第２節「農」を守り、活かすまちをつくる

《基本方向》

安心で安/f、ＷＭﾄﾞなlLiliIi物の供給源として、また都'|j環境の観点から、lHLjlLを保全する

とともに、TljLCと「腱」の交流の推進によ1)、「農」を`､j:()、活かすまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鱈iL穿り…
標目策施
す
る
が

｛
ｌ
Ｕ
二
℃

一
往
一
七

Ｊ
ｊ

農
雪
屋

ｒ
ｒ

ｎ
判
１
１
計
！

１。「農」を守る

（合、求められていること）

／|X｢1丁にはいまだ多くの鵬地が存在していますが、「|ｊ街化の進腿に'1くい、）IIL難の従小者

や耕作Ⅱiii積、ハミ》鮒(は》,１１(少し続けています。

都市における腿地は、Ｗ｢鮮な農産物の供給源としての機能にとどまらず、貯水・保水

などの国土保全、地下水のかん養、自然環境の維持（水質浄化大気浄化、生物の保護、

景観の維持)、ltlj災等の多様な機能を有しており、その保全と活用が求められています。

また、農業の従ﾘﾄ者が減少していくなかで、「農」を守るための新たな担い手を確保

することが砿奨です。

（取り組みの方向）

農地が持つ多様な機能を活かす「農」を振興するため、都市の愛承な、然空Ｉ１ｌ１である

農地の保全を図1)、新たな担い手を確保します。

(1)貴重な自然空間である農地の保全を図る

(2)「農」の}{1い手を確保する

２.「農」を活かす

（合、求められていること）

「Ijlﾉlにﾌｲﾄﾞｲ]：する膿｣Uは、１１J民に新鮮で安全な｣LJt農業ﾉﾋ産物を供給することができま

す。このことが、ilj民のふるさと意識の醸成にもつながります。

また、農地は、ＴＩｊ比が上や生き物とふれあえる賀重な空間です。’どもから大人まで

広い世代が「農」を体験することにより、「農」や環境について学翻し、また、心身の

健康づくり効采も期待できるため、身近な「農」を活用した取り組みが求められていま

す。

６８



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

（取り組みの方向）

農業生産物の地域|ﾉWiIiYYを進めるとともに、iljLCと「農」の交流を推進し、まちづく

りに活かします、

(1)安全な地元農業化産物の地域内消費を進めを

(2)市民と「農」のふれあいを促進する

￣

皇占詮
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

第３節人にやさしく安全な交通体系をつくる

《基本方向》

都市活動の基盤としての道路整備を促進するとともに、福祉的側面や環境1ｍにも配慮し

た、人にやさしく安全な交通体系をつく１)ます゜

《施策の体系》

基本方向

|蝋鼠…
施策目標

交通の流れを円滑にする

籍
’
’
１
１
｜
「

安心して歩けるまちをつくる

壼璋を大切にした交通体系をつくる

1．交通の流れを円滑にする

（合、求められていること）

本市では、市内幹線道路が慢性的に混雑しています。そこで、交通渋滞を解消するた

め、円滑な道路ネットワークの形成や交通需要のマネジメント、市域内移動の円滑化が

求められています。

（取り組みの方向）

交通渋滞を解消し、’'１滑な道路ネットワークが形成されるように市1ﾉﾘの道路網の繋備

を進めます。
０８．

また、交通混雑や交jm渋滞解消に向けて、交j､冊要マネジメントを進めます。

(】）市内の道路網を瀧Iilliする

(2)交通需要マネジメントにより交通渋滞を減らす

２．安心して歩けるまちをつくる

（合、求められていること）

都市は人が生活する場であるという視点の箙妥性を再度確認し、障審者や,１，H齢者をは

じめすべての人が安全で快適に歩き、移動できる交jlm環境を整備する必妥があります。

特に、今後、高齢化が急速に進行するなかで、取り組みの強化が求められています。

（取り組みの方向）

すべての人が安全で快適に歩き、移動できる交通環境の整`傭を進めます。

(1)交通事故を減らす

(2)すべての人に安全で快適な歩行空''１１を確保する

7Ｃ



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

3．環境を大切にした交通体系をつくる

（合、求められていること）

本市の公共交通は、京阪電鉄本線、京阪電鉄交ﾘj級、ＪＲ片町線（`\ＥＩＵ|::lillIlj線）及び、

京阪バス・京阪了:治交通がその役割を担っています。

今後、高齢社会の進行、またエネルギーのｲ丁効活1Mや環境･保全の観点からも、マイカ

ーに頼らずにTl丁内を移動できる公共交通等の果たす役割が一層重要となります。

しかし、一方で交通渋滞によるバスの定時性'111鱒やバス運行空白地域の存在などの問

題も抱えています。今後、これらの解iiliと、Ilj1Gﾉ|{i1Tiの質をlhI上させるため公共交〕､の
！;，

１１;１１便性。快適|'|;をlil1上させるとともに、コミュニティバスシステムやLRT（次世代路

１m電車）など、便利で環境と人を大切にした新たな時代の交通体系を樅懇する必要があ

ります。

なお、環境に負荷をかけないという視点から、IIilhを徒歩やE1転ｔＩｉにより容易に移動

できる施策も必奨です。

（取り組みの方向）

バスや鉄道等の公」し交通の効率性、利便性、快適'''1を高め、魅ﾉjある公共交通を整備

するとともに、rlil戯'|〔の利)'1をI),L逃するなど、マイカーから他の父j山下段への転換を進

めます。また、コミュニティバスシステムやLRT（次Ｉ化代路面電〕|〔)、スペシャルトラ

ンスポート（商齢者・障害者のための地域循環バスや小型バスによる予約型サービス）

など、便利で環境と人を大切にした新たな時代の交通体系を市民．､ｻｷﾞ業昔とともに構想

します。

(]）マイカーから公共交通への転換を進める

(2)自転711【のF|｣111を１１|[L逃すろ

(3)新たな時代の交辿体系を構想する

ｱノ



1Km爪繍 第３章魅力にあふれ、牛表柴きとしたまちをつくる

、
型

； 、生き生きとしたまち第３章魅力にあふれ

関連計画基本方向基本目標

Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ

|灌劉た誌
魅力と活気にあふれるまち

をつくる

集客交流がひろがるまちを

つくる

時代の変化に対応した産業

を興す

･枚方市歴史街道計画整備プ

ラン

･枚方市地域情報化計画

･枚方市テレトピア計画

･枚方市産業振興ビジョン

･枚方市都市景観基本計画

･枚方市環境基本計画

･枚方市都市計画マスターブ

ラン

第１節魅力と活気にあふれるまちをつくる

《基本方向》

市内の｢|然環境・交通環境等の特性を活用し、４瓦市の１１Ｗし､市街地である枚方市駅周辺地

域や東部地域が枚方の「顔」となるような特色あるまちづくりを進めるとともに、広域幹

線道路等祁lIjllI]の交通ネットワークを整備します。また、市内にある大学の機能や学生の

活力を生かした学園都市をめざすなど、魅力とIiTi気にあふれるまちづくりを進めます。

《施策の体系》

基本方向

|霧層蕊…

施策目標

人が集い魅力あふれる中心市街地

を形成する

Ｊ
１
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
、

新しい東部のまちを形成する

都市間の交通ネットワークを整備する

活力ある学園都市をつくる

7２



第３章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくる

１．人が集い、魅力あふれる中心市街地を形成する

（合、求められていること）

魅力にあふれ、生きﾉ１２きとしたまちであるためには、「|然環境、交通環境、１片代環境

など安全で快適な生活を送るうえでの根幹となるもののほかに、まちに魅力や柄気が必

典です。

特に都市の拠点、「顔」である中心市街地を活性化するためには、個性的な食・遊機

能を伴った商業空間や文化機能等の複合的機能を備え、数多くの人々が集う、魅〃あふ

れるまちづくりが重要となってきます「

（取り組みの方向）

IillI1jの拠点、「顔」である枚〃'１７駅周辺地域において、広域的な都市拠点であり、か

つ災群交流拠点としての機能をｲjする''１心i1丁街地をつくります。

（１）広域的な都市機能を持つ'''心[|丁街地をつくる

12）魅〃ある集客交流拠点を終術する

２．新しい東部のまちを形成する

（合、求められていること）

１脚llli文化学術研究都｢１７の文化学術研究地|Ｘとして位liftづけられた氷室・津田地Iえでは、

先端l1Oな研究・教育施設をはじめとする文化学術研究施般、研究開発Ji1産業施設聯の1階

術や住宅施設の計両が進められています。

この氷室・津１１｣地区をＩ''心とした東部地域では、人びとが住み・創造し・憩える2111t

紀の新しいまちとして、また、ｎ然が豊爾に残っているという地域特性を生かした緑あ

ふれるまちとして、枚方の新たな「顔」となる特色のあるまちづく1)が求められていま

す。

（取り組みの方向）

東部地域において、枚方のjW『たな「顔」となり、、然環境と調和したアメニテイ魁か

で、研究環境が整ったまちづくりを進めますｃ

(1)学術研究機関の集積を進める

(2)jNL111を保全し、緑あふれるまちづくりを進める

(3)「1然環境を活Iflした交流拠点を整備する
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第３章魅力にあふれ、倖宍隼きとしたまちをつくる

３．都市間の交通ネットワークを整備する

（会、求められていること）

第二名:ｉｌｌｌ｢1動'|(道や第二京阪迫１１Miといった|'(|土胖線道路や広域幹線道路は、都lljliIIを

つなぐ交辿ネットワークとして都】|j間交流を'|i'１発にし、市に新たな活ﾉjを生み'１}すとと

もに、市民生活圏の拡大につながるものであ1)、沿道環境対策を行いながら整備を促進

することが求められています。

（取り組みの方向）

第二端ｲ''１日勤'|[道や第二京阪道路といった広域1胖線道路等の盤ＩｌｌＩｉを促進し、都lrljlM1の

交通ネットワークの構築を進めます。

（１）広域幹線道路網の整備を促進する

(2)広域幹線道路を活用した都IIJ間バス路線を光実する

４．活力ある学園都市をつくる

（合、求められていること）

現在、本市にはそれぞれ特徴のある６大学が立地しています。これらの大学の存在は、

枚方の||,11'''1であると|『il時に、「地域の文化環境のｌｉ１Ｉ上｣、「若者．大学側係薪による人｢｜

増力Ⅱ｣、「生涯学1W体ＩｌｉＩの盤Iilli」等の効果がilAi〈、これら入学の持つ地域効果や学生の活

力を生かしたまちづくりの展開が求められています。

特に、学園都市として産．学と行政の連携によって地域活力を生み出すことや、入学

の若者の活力を地域のまちづくりに生かすことが求められています。

（取り組みの方向）

市内にある大学の機能を生かした産・学と行政の連携によるまちづくりや、若者の活

力を生かした活気あふれるまちづくりを展開します。

(1)藤・学と行政の連携を強め、地域の活力をつくる

(2)將粁のｉｉＭをまちづくりに生かす

幻



第３章魅力にあふれ、牛害隼きとしたまちをつくる

第２節集客交流がひろがるまちをつくる

《基本方向》

歴史、文化、「|然、アメニテイ・商業施設などあらゆる観光資源を活Il1した個性あるま

ちづくりを行い、枚方らしさやふるさと意識の醸成をliqるとともに、イベントの開催や情

報の発信を通じて１１J民同-t｢、lIj民と来街荷との交流促進をめざします。

《施策の体系》

基本方向

|學雲……
施策目標

人と情報の交流を促進する

文化観光資源を整信し、まちづくりに

生かす

ｕ
ｌｌｌ
地域の個性や独自性を磨く

１．人と'情報の交流を促進する

（合、求められていること）

本市は、IK1内では｣上海道別海|ＩＩＪ・高知県''１村't｢・番ⅡⅡAL塩江町・↑''１組県名護市の,|都

ilJ、海外では''１華人民共和Ｉ'【1の上海市長寧区・オーストラリアのローガン市の２部iljと

の間で友好部Ilj提携を結び、文化やスポーツ、青少年のｲ:１１互交流を実施しています。

今後、本11JのIlj比文化をはじめとしたさまざまなI11j報発信機能を強化し、友好都ｌｌｊの

みならず周辺IllIljを含めた｣山城内外の交流を促進することが求められています。

（取り組みの方向）

Ｔｌ丁民が主人公の交流を深めるとともに、イベントのl)ＩＩＩｌｉｉや情報の苑'１１による地域内外

の交流促進をめざします。

(1)地域内外の交流を促進する

'2）情報発信機能を強化する
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第３章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくる,MutATAdi、

２．文化観光資源を整備し、まちづくりに生かす

（今、求められていること）

本｢h｢では、歴史テーマとして「くらわんか舟と枚方宿のまち」を設定し、これに基づ

く地域づくり・まちづくりの瓜|Ｍとして、歴史街道モデルリド業やIljlﾉﾘ歴史文化資源を活

用した観光ルートの整備等による歴史を活用したまちづく１，の取り組みが行われていま

す。

また、現ｲI:、｜展|において市内l1lj部を流れる淀Ⅱ|を利用した水上交jmの基盤づくりが進

められていることから、これらの施設を観光面で積極的に活用していく必129があります。

…方、本Tl丁には河内そうめんやil1li造業といった伝統産業がありますが、近年、その操

業環境は悪化しており、これら伝統産業を後世に伝えることが求められています。

（取り組みの方向）

歴史街道モデル事業等の取り組みを進めるなど、歴史文化資源ｗ伝統産業等を生かし

たまちづくりを進めます。

(1)歴史資源などを活用し、集客機能を高める

(2),伝統産業の育成・活用を進める

３．地域の個性や独自性を磨く

（合、求められていること）

本'ljには、数多くの臓史文化資源がIljlﾉﾘに残っています。また、近世以前のものだけ

ではなく、香里団地など独自の'１J民文化の基礎となった現代のものにも、歴史文化資源

と捉えるべき数多くのものがあります。それらは、それぞれの地域に住む人々に、ｎら

の地域に対する誇りや愛着をもたらし、地域への誇りや愛着は、全'lj的なまちづくりへ

の参加やまちの活気につながるものです。しかし、都市化・近代化が進むなかで、消え

ていくものが増えているのが現状です。

そこで、市内の各地域において、それぞれの歴史文化資源や特性を大切にした個性あ

る地域づくりを進めるとともに、ふるさと意識を醸成し、まちと人のつながりだけでな

く、人と人のつながりを豊かなものにする必要があります。

（取り組みの方向）

地域の歴史や個性・独自性を生かしたまちづくりを進めるとともに､｢ふるさと意識一

の醸成を回ります。

(1)歴史を大切にしたまち並みの整備などIilil性ある地域づく1)を進める

(2)ふるさと意識の醸成を図る
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第３章篭力にあふれ、生き年表としたまちをつくる

第３節時代の変化に対応した産業を興す

《基本方向》

既存産業の,ｲｶﾞ度化・サービス化を含めて新時代の産業形成を|到るとともに、企業とそこ

にＩｍ１ｌ〈人々が/|きき生きとし、地域との連携を深めながら発展していくまちづくりをめざし

ます。

《施策の体系》

基本方向

|塾:……
施策目標

産業の高度化を図る

ｌ
－
Ｉ
ｌ
－
ｉ
ｉ
－
ｌ

地域に根ざした産業を育成する

労働環璋等の改善を進める

１．産業の高度化を図る

（合、求められていること）

雁、の受けlllとなる産業は、まちの活性化に不可欠です。本Tl了においては、「:業IJ1地

が人きな役(IiIを１１１ってきましたが、バブル経済崩壊以降の経済情勢の変化や、都Ilj化の

進Illによる~1:｣ﾙﾊIil辺でのＴＩ丁街地環境への配慮など、外的条件が厳しくな')、産業構造上、

製造業が占める割合が低下してきました。

また、本iljの工業を企業規模別にみると巾小規模の事業所が多くなっています。これ

らの事業所は下請け企業としての性格を担っているものが多く、社会経済情勢の怨化に

対してすぐに人きな影響を受けやすく、経営基盤の『1立性に乏しい状ﾙdです。これらの

企業の経営健全化、経営基雛の強化が求められています。

（取り組みの方向）

既存工業については周辺環境に配慮した操業環境の維持に努めるとともに、知識集約

型．高付加価'１聞型の企業創H1に向けた産業の仕組みづくりやベンチャーの起業促進など

を進め、産業の,Ｉ１ｌｊ度化を図ります。また、産業の高度化とあわせて経`i)|ソ!§樅の強化を|叉１

１ります。

(1)高付力ⅡIilIililYJl1脆業への!|ｋｉ換を促進する

(2)ベンチャーの起業を促進する

(3)経営｣僅燃の仙化を側ろ

７７



第８章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくるlllAKA,rAc耐
尋辮豊

２．地域に根ざした産業を育成する

（今、求められていること）

住民自らが地域活動に取り組み、コミュニティにある問題の解決や生活の質の向上を

図りつつ、地域雇用を拡大するコミュニティビジネスが、地域を元気にし、新たな産業

を創出するという視点で注｢'されています。柧祉、環境、地域情報化など、地域に)加&Ｉ

する事業分野における産業を活性化させることを地域の肛要な課題として位置づけるこ

とが重要です。

地域における商業環境については、零細な小売店は、景気の影響以外にも店舗として

の魅力/i<足、後継者難といった問題を抱えており、沿道】Ii1等の新規火ilI1小売店の比１１tが

商まっています。しかし、高齢化が進展するなかで、身近な地域における商業集積等の

化活基盤が必要であり、新たな取り組みが必要となっています。

また、既存工場等の操業錐盤を整備することは、地域経済の安定につながるため、そ

れらの取り組みを進めることが菰要です。

（取り組みの方向）

地域のなかに新しいコミュニティビジネスを起こし、地域の活性化を図るとともに簡

業環境や工場等の操業基盤を保全し、地域経済の安定化を図ります。

(1)コミュニティビジネスなど地域立脚型産業の創出を促進し、地域雇用を拡大する

(2)地域に根ざした商業集積・商業活動を育む

(3)工場等の操業基盤を保全する

３．労働環境等の改善を進める

（今、求められていること）

景気の低迷、社会経済情勢の悪化により、就職難や失業者の増大など勤労者を取り巻

く雇用環境は厳しい状況にあります。

また、国際的に見ても、長い労働時間が、ゆとりある藤らしや、D｣女共同参両社会の

実現を阻害する要因になっています。同時に)曜業構造のサービス化、，､i度情報化の進展

に伴い労働環境の変化が進んでいることや、労働に対する価値観の多様化に伴って個人

の｢I己実現の欲求が高まっていることから、自己啓発のための環境整備も求められてい

ます。

（取り組みの方向）

時代の変化、市民ニーズに合わせた労働環境等の改善を進めます。

(1)労螂働環境の改善を進める

(2)勤労者の福利厚生を允剴さする
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▲第４菫健康で心豊かな自立と共生のまち
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望第４章 健康で心豊かな自立と共生とヲ のまち

基本目標 基本方向 関連計画
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６
Ⅱ
制
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ｖ

,人権教育のための国連10年

枚方市行動計画

･ひらがた高齢者保健福祉計

両2１

,枚方市障害者基本計画

,枚方市母子保健計画

,枚方市男女共同参画計画

･枚方市環境基本計画

第１節人が心豊かに共に生きるまちをつくる

《基本方向》

１重|境を越えてさまざまな人が出会い、ふれあって理解を深め、差別や暴力がなく人権が

尊重されるまちをつくるとともに、地域コミュニティやボランティア・ＢＴＯ活動を通じ

て人と人が支え合う共生社会の実現をめざします、

《施策の体系》

基本方向

|鰯層辮に…
施策目標

国際化を推進し、平和な社会の実現に

貢献する

ｌ
ｌ
ｉ
ｊ
Ｉ
Ｊ
ｉ

差別や暴力をなくし、人権を尊重する

人と人との支え合いをひろげ否

7９
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第４章健康で心豊かな自切－共生のまち

《施策目標》

１．国際化を推進し、平和な社会の実現に貢献する

（合、求められていること）

人、モノ、カネ、情報が国境を越えて自由に、大規模に移動する|茎I際化が進展し、世

界が瞬時に影響し合う時代を迎えています。国際社会、地球社会といった概念が一般化

しつつある状況にもかかわらず、未だに人類の生存を脅かす大量の核兵器が廃絶できな

いのは、極めて憂慮すべき事態です。

本市においては、１Ｗ和57年（1982年）に大阪府|ﾉlで初めて非核平和都Tl丁宜1↑を行い、

核兵器の廃絶を求める収１，組みを進めてきましたが、リ1き続き核兵器の廃絶を希求する

とともに、異なったＨ１活や文化を互いに認め合う''5|際理解を促進するため|]てI際的な交流

機会を増やす必要があります。

また、国際的な視野を広げ、自分たちの考えを1ﾘ]雌に伝え、行動していく能力を養っ

ていけるように教育の|:ＩｉＩ際化を促進すると同時に、外国人市民が地域社会の一員として

暮らしやすいまちにする仕組みを整えることが必要です。

（取り組みの方向）

国際化を推進し、平和な社会の実現に貢献するため、核兵器の廃絶を希求するととも

に、異なった生活や文化を:爪いに認め合う国際HlUllllを促進するため、国際'''9な交流機会

を増やします。また、本市に在住する外国籍の人々が市民の一員として共存できる、墓

らしやすいまちづくりを進めることが必要です。

(1)核兵器の廃絶と平和な社会の実現に取り組む

(2)交流機会を増やし、同際理解を深める

(3)外国人市民が地域社会の一員として暮らしやすいまちをつく愚

RＣ



第４章健康で心豊かな白寸と共生のまち

２．差別や暴力をなくし、人権を尊重する

（合、求められていること）

｜:lil際連合は、真の|Ⅱ:界)ﾄﾞｲ１１と秩序のキーワードが「人椛」であると認識し、、1え成７ｲ|こ

（1995年）から平成16年（2004年）までの10年1111に、「人権教育のためのlIil連'0年行動

計iil1i」を展開しています。

我が国でも、今なお、部落差別をはじめ、障害符、在11外国人、女性等に対する極々

の偏見や差別が根強く存在しておＩ〕、最近では、児竜虐待や近親者間での暴力（ドメス

ティック．バイオレンス）といった人権侵害事象の深刻さが指摘されています。また、

今後、行政の情報公開を進めていくうえにおいては、I1i1il人情報保護の問題も'１１時に考え

ていかなければなりません。』げに、パソコン皿僑やインターネットを利１１]した人椛催害

もり,lれています。すべての人が人としての尊厳をj［んじられ、人権が尊砿される社会を

つくることが極めてin喪です。

本市では平成５年（1993年）に人権尊重都市宣言を行い、また、平成11年（1999年）

には「人権教育のための国連10年枚方市行動計iIIi」を策定し、人権啓発活動を展開して

きました。今後、一瞬の人権意識の高揚を図るとともに、子どもや女性などに対する暴

力を防止し、被害者を支えるｲﾋ組みをつくることが必､要です。

（取り組みの方向）

箙別や暴力をなくし、人椛を'１F埴する社会を築くため、人権意識の高揚をlxlろととも

に、子どもや女性などに対する暴力を防止し、被害杵を文える仕組みをつくります。

(1)人権を尊重し、出生・性別・身体状況などによる差別をしない人や仕組みをつくる

(2)子どもや女性などに対する暴力を防止し、被害昔を文える

(3)個人情報保護の取り組みを進める

３．人と人との支え合いをひろげる

（合、求められていること）

ＭＩＴＩ丁化・核家族化の進行とともに、地域社会や家庭を収り巻く環境は大きく変化し、

｢1丁民の地域社会に対する帰属意識は希薄なものとなってきました。しかし、少子．高齢

化が進む巾で、人が他者の支えを必要とすることは、今後、益々増えると思われます。

＿方、行政サービスによる扶助は、財政的な理由により拡大に限界があ')、また、人

が地域の中で生きていくためには、これからは地域コミュニティにおける相互扶助（共

助）が重要性を増すことになります。そこで、地域|当1治組織やＮＰＯ、ボランティア活

､１１を促進することが必典です。

（取り組みの方向）

人と人との支え合いをひろげるため、地域、治組織やＮＰＯ

ろ相互扶助を促進します。

(1)地域コミュニティにおける相互扶助を促進する

(2)ＮＰＯやボランティア活動による相互扶助を促進する

ボランティア活動によ

＆
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第４章健康で心豊かな自立と共生のまち

第２節人が健やかに自立して蟇らせるまちをつくる

《基本方向》

人が、良好な健康状態を保ち、自らの主体的な意｣M1に基づいて、生き生きとii1iuilし、社

会に参加できるまちを実〕〕けるため、多様な社会的支援を整備します。

《施策の体系》

基本方向

|蝋:雲:…
施策目標

生命と健康を支える

：
愚
Ｉ
ｌ
１
ｊ
ｉ

自立を麦授する

社会参加を促進する

主体性を尊重する社会サービスをつく

石

《施策目標》

1．生命と健康を支える

（今、求められていること）

私たちが生き生きとした社会生活を営んでいくためには、疾病などの予防・早期発見

・治療、健康の保持・11'1進によって、心身の他ＡＩ〔状態を良好に保つことが砿典です。

本市においては、平成６年（1994年）に健康・１Ｍ社l1ilj市宣言を行い、ＴＩ７ＬＣが安心して

健やかに暮らせるためのさまざまな施策を実施し、１１７民の健康意識の高揚と健康づくり

の推進に努めてきました。

現在、高齢化率の上昇、疾病構造の変化、医療饗総額抑制の必要性の高まりなどを背

景として、医療保険制度が大きく転換しつつあります。高度救急医療や高度専門医療体

制の整備をはじめ、かかりつけ医と地域のに|ご'核病院との連携を強化すること、及び治療

から疾病の予防、腱ⅢI〔の保持地進への転換などの取り組みを進める必要があります。

（取り組みの方向）

高度救急医療体ＩＩｉＵをはじめ、疾病の程度に応じた適切な医療が提供できるよう医療基

盤の整備を促進するとともに、市民の生涯にわたる健康を増進します。

(1)適切な医療基盤の整備を促進する

(2)高度救急医療体制の整備を促進する

(3)市民の'健康を増進する

R２



第４章健康で心豊かな自立と共生のまち

２．自立を支援する

（合、求められていること）

人は、病気や加齢などさまざまな原因によって心身の機能が低下します。しかし、そ

のような状態になっても、Ｉ直|人としての日常生活における活動ができる限り制約されな

いで生き生きとした生活を送ることができるよう、困難の程度に応じて、社会的に支え

ることが必要です。

本市では、平成８年（1996年)、障害のある人も、障害のない人もすべて同様にその

尊厳と権利が尊重されなければならないという考えに基づいて「枚方市障害者基本計

画」を策定し、ノーマライゼーションの理念に基づく社会を実現することを目指して取

り組みを進めてきました。

また、平成12年（2000年)、利用者本位のサービス体制の確立とあわせて、個人の尊

厳や選択の自由の尊重を基本理念とし、総合的かつ効率的にサービスを提供することに

より高齢者の自立を支援するため、介護保険制度が開始されました。本市では、介護保

険制度の導入を契機に総合的な高齢者保健福祉制度の確立に向けた施策を推進するため

「ひらかた高齢者保健福祉計画21」を策定しました。

今後、高齢者や障害者、その他さまざまな支援が必要な人たちに対して、活動を支え、

自立を支援することが求められています。

（取り組みの方向）

高齢者や障害のある人、その他支援が必妥な人たちの活動を支え、自立を支援します。

(1)高齢者の自在を支援する

(2)障害のある人の自立を支援する

(3)支援が必要な人たちの生活を支える

３．社会参加を促進する

（今、求められていること）

高齢化が進行するなか、社会の活力を維持し続けるためには、生涯を通して人が持て

る能力を発揮して、生きがいをもって社会に参加できるようなまちづくりや体制づくり

が必要です。

また、障害のある人もない人も、市出社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し

生き生きと活動できるノーマライゼーション社会の実現をめざさなければなりません。

さらに、固定的な男女の役割分担意識にとらわれるのではなく、社会のあらゆる場面

に男女が共に参加し、役割を果たす社会をつくる必要があります。

このように、誰もが社会に参加することを可能とするために、社会のなかにある阻害

要因を減らし、参加を促進する取り組みを進める必要があります。
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第４章健康で心豊かな自訶一共生のまち

（取り組みの方向）

高齢者や障害者が自らの意思に基づいて行う社会参加を促進します。

また、男女が固定的役割分担意識にとらわれず、社会のあらゆる場面に参加すること

ができるための基孵整備を促進します。

(1)高齢者の社会参加を促進する

(2)障害のある人の社会参加を促進する

(3)男女の共同した社会参加を促進する

４．主体性を尊重する社会サービスをつくる

（今、求められていること）

人が、自らの主体的な意思に基づいて、良好な健康状態を保ち、Ｋこき/'二きと活動し、

社会に参加することを支える多様な社会的支援については、個々人の主体的な選択や尊

厳が確保されなければなりません。

そのために、保健・医療・福祉などのサービスの情報を的確に提供し、市民がさまざ

まな問題について気軽に相談できるような体制づくりが求められています。

また、本市では、平成１２年（2000年)、福祉保健サービスに対する不満や苦情を受け
詩｡

とめ、公正・中立な立場で調交し、解決を|到る第三者機関である「福祉オンブズパーソ

ン制度」を確立しました。引き続き、このような社会サービスの利用者の権利を守る仕

組みを充実する必要があります。

（取り組みの方向）

市民がさまざまな社会サービスを主体的に利用できるよう情報提供体制を整備すると

ともに、相談機能の充実を図ります。また、苦情を受けとめ、利用務の権利を守る仕組

みを整備します。

(1)相談支援の体制を充実し、選択に必要な情報を提供する

(2)誇情を受けとめ、権利を守る仕組みをつくる

毬
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第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

Ｆ
」

3第５章ふれあい､学びあい､感動できるまち

基本目標 基本方向 関連計画

１
１

同

ふれあい、学びあい､

感動できるまち

自他を生かす力を持つ子ど

もたちを育む

学び続けるよろこびのある

まちをつくる

出会いをひろげ、心動かす

文化の育つまちをつくる

･枚方市子ども育成計画

･枚方市環境基本計画

Ｉ

第１節自他を生かす力を持つ子どもたちを育む

《基本方向》

「どもたちがIlfil性豊かに育つよろこび、生きるよろこびを笈感できる生活を実現すると

ともに、家庭と地域社会に開かれた学校園づくりのなかで、それぞれの教育力の|イリヒを似１

１)、社会の未来を担う子どもたちの自他を生かす力を育む、教育によるまちづくりをめざ

します。

《施策の体系》

基本方向

|鑿:鰯擶＝
施策目標

乳幼児の健やかな成長を支える
」

Ｉ
児童・生徒の学ぶよろこびを育

み、生きる力を養う

子どもたちを育む地域・教育環

境を整える

Ｉ
ｌ
ｉ
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第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

1．乳幼児の健やかな成長を支える

（合、求められていること）

少子化、核家族化の進行、共lii11き家庭の哨加、地域や家族の連;|ｉｆ感の希薄化など、ｆ

どもを生み育てる環境は大きく変化しており、親の子育てに対する不安が増大している

]〕L状があることから、子育てにかかわる人たちが健やかでいられるためのネットワーク

が必要です。

次世代を担う子どもたちを健全に育てるため、子どもが生活を通じて|ﾖ分で考え、自

分で行動しようとする保育環境づくりなど、乳幼児の健やかな成長を支える仕組みづく

りが求められています。

また、多様化する社会において、個性を尊重しつつ、自他を生かすという視点に立っ

た主体性と社会性を養う乳幼児教育を進めることが求められています。

（取り組みの方向）

子育てにかかわる人たちが健やかでいられるための人や情報のネットワークをつくる

とともに、乳幼児の．健やかな成長を支えるための、健康づくりや'保育を進め、子どもの

wil性を,M[承し、‐ｉｉ休性のある心豊かな人ｌｉｌＩを育みます。

(,）子育てにかかわる人や乳幼児の健康を守り、育む

(2)乳幼児が元気で１１１１ぴやかに育つ保育を行う

(3)個性を,M[亜し、主,体性を錠う乳幼児教育の向上をlxlる

２．児童・生徒の学ぶよろこびを育み、生きる力を養う

（合、求められていること）

次世代を担う子どもに必要なものは、まず、社会性と学習の基礎・］,リエを身につける

ことです。一人ひとりの子どもが基礎学力を習得するとともに、社会の一員として自ら

の責,圧を自覚して参加することができるようになるため、主体的に［1他を生かすことが

できる力を身につける必要があります。

そして、社会の変化に対応できる適応能力や、創造力の基礎を堵うために、子どもが

主体的に学ぼうとする意欲を醸成することが必要であり、同時に、健やかな身体と心が

育まれるような環境の艦備が求められています。

また、Illjliljl化・’１(I際化など新しい社会に適応する能ﾉ｣を,i:ljめるための｣ｉｌＩ１境づく1)が求

められています。

R６
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（取り組みの方向）

子ども自身が主体的にrllluを生かすﾉjを育成し、人格の形成に努めることができる力

を養うとともに、基礎学ﾉﾉの習得を促します。

また、個性を'''1ばす教ｆｆや健やかな身体、心を育む環境づくり、新しい社会への適応

能力を高める環境づくりを進め、児童・生徒の学ぶ喜び、生きる力を養います。

(1’児童・生徒の自他をﾉﾋかす力を育み、社会参加を進める

(2)児童・生徒の雄礎学力の習得を促し、個性をＩ１１ｌばす教育を行う

(3)児童・生徒の健やかな身体と豊かな心を育む

(4)情報化・I]il際化など新しい社会への適応能ﾉ｣を満める

3．子どもたちを育む地域・教育環境を整える

（合、求められていること）

少子化、核家族化の進行、また地域社会の連帯感の希薄化などにより、家庭や地域の

子育て機能が低下し、子育てをめぐる不安や孤立感から育児不安が増加しておＩ)、地域

における子育て支援が求められています。また、「･どもITJ此の交流の機会が減少し、子

ども「1身の健やかな成長にとってさまざまなlMll皿が生じています。そこで、安心して{Ｈ

産や育児ができ、子育てをしながら働いたり、ネ1:会iiTi動をⅡ｢能とする環境づく|)が求め

られています。

こうした状況のもと、本Iljでは、平成１０年（1998年）に子どもに関する総合的な施策

体系を示す「枚方市子ども育成計画」を策定し「子どもの成長を支え、子どもの利益が

最大限尊重されるまちづくり」「安心して子どもを産み育てることができるまちづく

り」をめざし施策の充実に努めてきました。

また、学校lj1ilについては、新たな教育課題に応えられる人材の育成や施設の允災を行

なうなど、引き続き教育殿｣党を整iilliするとともに、児童・ｌｌ２徒数が１１１，il(少するなか、余裕

教室を活用したｆ育て支援や地域コミュニティの活動の拠点、福祉活動や生涯学習の場、

災害時の避難や備蓄倉庫としての新たな役割も求められています。これらのニーズに対

応した学校園づくりを進めることで交流の場をli1やし、地域に開かれた学校づくりを進

める必要があります。

（取り組みの方向）

すべての子どもが家庭や地域で健やかに成僅できるよう、子どもたちを育む地域・教

育環境を整えます。

(1)障害のある｣豆どもたちの成長を文える

(2)地域に開かれ、充実した学校園をつくる

(3)子どもたちを育む地域社会をつくる

(4)家庭での子育てを支える
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第２節学び続けるよろこびのあるまちをつくる

《基本方向》

だれもが自分の能力・感性を-1-分に発揮できるよう、自己の向上をめざします。－人ひ

と})が生涯を通じて学び続けることが生きがい（ｌｌﾆきる卜'119）の一つとなり、生涯よろこ

びをもって学び続けることのできる社会をめざします。

《施策の体系》

基本方向

騨董…：
施策目標

:鑿繧……
:而晨…儒籠…≦

1．生涯学習を促進する

（合、求められていること）

「1由な時Ｉ１ｌＩのii1大、所得水準の向上、女性の社会参川|などの社会状＃'1を背景として生

ilj:にわたって学習することへの意欲や需要が増大し、多様化しています。

「－人ひとりが生涯を通じて学ぶ」という生涯学習の考え方に基づき、すべてのl化代

でそれぞれの学習ニーズに応じた学習機会の提供を行うことや、市民が自発的.、主的

に多種多様な学jiW活動が展lMできる基盤盤llliが求められています。

また、本市にはそれぞれに胖色のある６つの大学や研究機関が存在しており、それら

の持つ知識や技術の活用、学習機会を積極的に生かせる仕組みづくりが求められていま

す。

（取り組みの方向）

すべての世代が生涯よろこびをもって学びつづけることのできる社会を進めるために、

生涯学習の環境稚備を進めます。

また、大学を活用した市民が1と１発的に学VP活動を行えるｲ'二組みづく1ﾘを進め、Ｔｌ丁民の

生涯学習を促進します。

(1)生涯学習の基鑑を整iiiする

(2)地域に開かれた大学のあるまちをつくる

(3)市民の自発的な学習活動を促進する
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２．市民の情報活用能力を高める

（今、求められていること）

社会の多様化・高度化にＩ１ｌｉいさまざまな情報が溢れています。また、労働時|ｉｌＩの短縮

等に伴い、市民の｢1由時ｉ１ｉ１も増加しており、市比の情報に対する欲求は高まっています。

このようなニーズに対応するには情報提供の基盤を整えるとともに、あふれる情報の中

で、ｉﾐ休的にWi報を読み)Iﾉﾄﾞ<力を含めた情報iiIi1l1能力を商める仕組みづくりが求められ

ています。

（取り組みの方向）

情報機能の充実を図り、ｉｌ丁民の情級活用能力を高める仕組みづくりを進めますｃ

(1)lxI書等の多様な情報を提供する雄盤を蕊Ｉiiiする

(2)Ilj民の情Wii活)M能力を,１１５める

(3)消費者保誰の充実を似１１)、主,体的な消費者を育む

率
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第３節出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる

《基本方向》

芸術・文化、スポーツとの１１}会いの場をひろげ、数多くの人が心迎わせ、人の心を動か

す文化がﾉﾋまれ育つまちをつくります。また、歴史のなかで人々が作り'１)してきた文化、

蕊らしのなかに息づく文化を未来に伝えます。

《施策の体系》

基本方向

隣:鴦二
施策目標

芸能・文化活動の活性化を図る

ｊ
ｉ
Ｉ
－
ｉ
ｊ
ｌ

市民スポーツ活動の活性化を図る

文化財を保簔し、伝統文化を継承する

1．芸術。文化活動の活性化を図る

（会、求められていること）

自由時間の増力Ⅱやライフスタイルの変化に伴い、市民は物質的な豊かさだけに限らな

い、広い意味での心の殿かさも希求しています。また、創造力豊かな人材を育むために

も、文化・芸術活動の充実が求められています。

また、市民の文化'''1｢動へのニーズも多様化しており、それらに応じたＴＩ丁比1'1らによる

文化活動を振興することが求められています。

（取り組みの方向）

市民の自主的な文化活動の振興を進め、新たな文化づくりを進めます。

(1)市民の芸術・文化活動が活性化する基盤を整備する

(2)心動かす芸術・文化に接する機会を増やす

(3)市民の芸術・文化活動を促進する

,、
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２．市民スポーツ活動の活性化を図る

（今、求められていること）

本｢1丁では、市民の健胤〔・体力づく|')と、より｣Ⅱkかな生活を'ilfむため、さまざまなスポ

ーツ・レクリエーション活動の企iilli・推進を図るとともに、「IjLCニーズに対応した施設

整備に取り組んできました。

社会の,(i度化・多様化に伴うストレスの増加などによ(７，Ilj比の心身の健康維持や体

力の向上につながるスポーツ・レクリエーション１，F動への欲求が高まっており、引き続

き、市民スポーツ活動活性化のための基盤整備と1iii動の促進が必要です。

（取り組みの方向）

市民の''１王的なスポーツ活動を促進するとともに、基盤整備を進め、スポーツ活動の

活性化を図ります。

(1)市比のスポーツ活動が活性化する基盤を整備する

(2)市此のスポーツ活動を促進する

３．文化財を保護し、伝統文化を継承する

（会、求められていること）

本市には、史跡・文化財や伝承文化などさまざまな文化資源が存在しています．

都市化の進展に伴い多くの伝統文化や文化財が失われていくなか、これらTl丁民共有の

文化資iljiを保存し後111:に残すことが、ふるさと意織の|嬢成、文化の土台づくりといった

点からもi]重要です。本Iljにおいては平成５年（1993年）に枚方１１J文化財保護条例を制定

し、文化財保護の取り組みを進めています。

特に、ノこ阪城と並ぶ'二Tilの特別史跡に指定されている１７済寺跡や、同じく同の史跡であ

る牧野上|(塚,'｢墳を貴爪な文化資源として保全し、後lllに伝えることは私たちの責務であ

り、また、今後、その曠備・活Ｈ１が望まれています。

（取り組みの方向）

市内の文化財や伝統文化などを保謹・保存し、後の世代に;ＩＷＭｋします。

(1)文化財の保護を進める

(2)伝統文化に親しむ基盤を鑿備し、継承を促進する

９ノ



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

【第 ）6章みんなでつくる分権・市民参加のまち

基本目標 基本方向 関連計画

|鰹議…

’
’
１

市民・事業者と行政の協働

を推進する

分権時代に対応した地方自

治の拡充を図る

･枚方市行政改革大躯

･枚方市行政改革推進実施計

画

･枚方市事務事業再構築プラ

ソ

,枚方市財政再建緊急対応策男女の共同参画を進める

･枚刀市財政健全化計画

,枚方市行政'情報化基本計画

,枚ｂ市地域』情報化計画

,枚方市テレトピア計画

･枚方市環境基本計画

･枚方市男女共同参画計画

第１節市民・事業者と行政の協働を推進する

《基本方向》

情報の共有と交流を進め、市民や事業群のまちづくりへの参加の仕組みやルールを確立

し、ＴＩ丁氏・事業者と行政の脇lliIを推進して自治の確立を図ります。

《施策の体系》

基本方向

|懲譽と…
施策目標

情報の共有化を進める

ｊ
ｉ
４
ｉ
鳶
：

市民参加の市政運営を進める

まちづくりの仕組みへの理鐸を促進する

市民活動を活性化する
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１．１盾報の共有化を進める

（合、求められていること）

地方分椛は、」LノバIifi体とその住民による自LL決定権の拡充をめざすものです。地域

（市民・事業2片と行政）において決定し（自己決定)、地域においてそのＬ１ｉ征も負う（'二｜

己責任）ことをiiii提とした新しいまちづくI)のｲ|自組圏みやルールづくりが求められていま

す。

そのためには、徹底した情報の公開と共有が重要で、ｎらが行ったことに対して、誰

もが正確な'11;ﾈﾋﾞに鵬づき、その是非を確認することが必要です。

また、ilj比参加のまちづくりを進めるためには、行政のアカウンタビリテイ（説明責

任）能力をIf1上する必要があります。

（取り組みの方向）

市民・事業稀と行政の協働によるまちづくりを推進するために、ｌｉｊ;報共有の基盤整備

を進めます。

(1)行政情報の公ＩｊＭ・提供を進める

(2)地域情報化を進めるための基盤を整備する

２．市民参加の市政運営を進める

（合、求められていること）

市民意識が多様化し、社会参加意識が高まる'}'、さまざまな'１j氏|i'hlilをj、してTIT民の

まちづく|ﾌに対する参加意識が高まっています〔

市民・事業新と行政の脇tlilを推進するには、’t｢民や事業群が杵体ではなく:i二体となっ

て、行政とともにまちづくりのための政策形成や計画づく1)へ関'’参川Ｉすることを可

能にすることが必､婆です。

（取り組みの方向）

まちづくりへのilj民や事業者の参力Ⅱを推進します。

(1)「1丁民参力Ⅱのｲﾋ靴みや制度を整備する

(2)市比参川]の機会を恥やす。と(）わけ、審議会・専門委員については、’|j民が委員と

して参llhiできる機会を増やす

Eｴヲ
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３．まちづくりの仕組みへの理解を促進する

（合、求められていること）

まちづく1)の課題には、集合住宅の管理運営にかかわるようなことから、地域におけ

るまち並みの保全や防災体制にかかわることまで、さまざまなものがあります。市民の

熱意と発意をまちづくりにつなぐためには、何か問題が発生してから取り組みが始めら

れるのではなく、まちづくりの仕組みや方法をあらかじめ知ることができる機会がさま

ざまな場面で用意されていることが大切です。そこで、学校教育や地域の場において、

まちづくりに関する学習を強める必要があります。

（取り組みの方向）

まちづくりの仕組みや方法に関する学習機会を充実させ、まちづくりに対する市民の

熱意と発意を具体的な活動につなげる。

(1)まちづくりの仕組みや方法に関する学習機会を充実させる

(2)地域における課題別のまちづくり活動を促進する

４．市民活動を活性化させる

（令、求められていること）

高齢社会の進展、経済活力の低下、多様化する市民ニーズへの行政対応の限界、企業

活動に対する批判等、既存の社会体制への不安や批判が進むなかで、市民が口ら行動す

る市民活動は多くの関心を集め、活発な活動を展開するに至りました。

特に平成７年（1995年）の阪神・淡路大震災では政府行政機関での対応の限界が認識

され、あらためて市民活動の重要性が指摘されました。

地域主体のまちづくりを進めるためには、市民の知恵と活力を結集した市民活動は不

可欠であり、市民の自王的活動を促進することが求められています。

（取り組みの方向）

地域主体のまちづく'〕を進めるために、市民の知恵と活力を結集した｢'当｢民の自主的活

動を活性化します。

（１）ＮＰＯ・ボランティアなどの市民活動を活性化する

(2)地域|【|治組織の組織化と活動を活性化する
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第２節分権時代に対応した地方自治の拡充を図る

《基本方向》

社会経済情勢の急激な変化に柔軟に対応し、また、lIi活者の視点に立った１｢政運営を行

うため、「小さくても仕yjｷﾞのできる１１丁役所」を確立し、分権時代に対応した地方自治の拡

充を図ります：

また、現行の地方制度を越えた、より広域的な視点をもって、近隣の都iIjや府県と連携

し、まちの将来像を』`望します、

《施策の体系》

基本方向

|:露鰯:…
施策目標

:富……上…

:……の…化す‘

１．自治体行政の能力向上を図る

（合、求められていること）

分権社会においては、地域社会の未来は自ら切りひらくことが求められており、行政

を'''心に、市民、！'f業考の積極的な参画によって、地域課題を解決するための政策形成

能力を高める必奨があります。

また、従来の行政迎徴には、施策の計画や実lijのプロセスがあっても、施策の効果や

政策目的の達成度合を,;WilliするプロセスがIlill度としてIUI雁に確立できていませんでした。

しかし、今後、IIj民満足度の高い行政サービスの提供、地方分権への対応、効率的経

営の視点による行政体制を確保し、総合的・計iHii的な行政を実現するためには、政策の

進行管理・行政評IilIiシステムの確立による適切な事業の推進が必要です。

また、従来のような右肩上がりの税収等を期待できない今日の社会経済状況を踏まえ

れば、財務体質の改葬や、より効率的な財政運営が必妥で、中・優期的展望に立った財

政計画に基づいた健全な財政運営を進めていくことが必要です。

そこで、評{ｌ１Ｉｉを砿祝した行政管理運営に基づいてＩ１ｉ常的な行財政改'ｌｌＩｆを進め、職員数

や経費の投入が小さくても、’|j比のiil'i足度をirllめる効率''１勺な仕事のできる行政体制を確

立し、健全な行財政IMj造を確立して、新たな,;)|(題への対応能力を維持することが求めら

れています。

ﾘｺﾞ



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

（取り組みの方向）

政策や事務事業を,i;|:{Iliする仕組みづく1）を行い、行政改革や健全な11ｲ政１１＃造のjlilll:立に

より、分権時代に対応した1と1桁体行政能力の向上をlxlります。

('）地域社会の未来を切りひらくことのできる政策形成能力を高める

(2)行政評IilliシステムをIili;立し、適切な行政管理の仕組みをつくる

(3)行政改革を推進し、小さくても仕事のできるTII役所を確立する

(4)健全な財政榊造を確立する

2．広域的な自治体間の連携を強化する

（合、求められていること）

環境問題のように地域を越えた問題の発生や人・物・情報の交流が促進されるなかで、

将来にわたって魅力のある住み続けたいまちを創っていくためには、既存の地力制度の

枠組みを越えて、より広域的な視点でまちの運営を考える必要があり、現在の市域や府

県の制約を越えて、連携や協働の取り組みを積極的に展開する必要があります。

（取り組みの方向）

現行の地方IliI皮を越えた、より広域的な視点をもって、

めます。

(1)「１丁域・府ﾙﾄを越えた新たな自治体の連携を強化する

(2)広域行政を推進する

近隣のiMllljや府ﾘ,しと迎携を進

理

ＤＣ
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第３節男女の共同参画を進める

《基本方向》

D)女が社会の対等な構成1↓として、自らの意思によって、まちづくりなどを含めた、あ

らゆる社会活動に参lI1Iiする機会を確保します。

《施策の体系》

基本方向

|薑藪……
施策目標

男女共同参画の視点に立った社会制度

や'壜行の見直しを進める

政策等の立案・決定・実行への共同参

画を進める

1．男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直しを進める

（合、求められていること）

法制度上ではり)女平等のための整備が進んでいますが、「男性は仕リハ女性は家庭と

nJifて」といったl1Iil定的な役割分担意識や社会制度．lfi行が男女の社会活動に対する共

''1参'''１iの妨げとなっていることは依然として多く、こうした意識やilill腿．|f(行の((検や

変'Yrを進め、すべての場iiiで、男女が自らの選択により、共同して社会に参iI1iiできるよ

うにする必要があります。

（取り組みの方向）

男女の共同参iHliを進めるため、行政政策や社会制度・慣行における不適切な性差の点

検・是正を図ります。

(1)行政政策における不適切な性差の点検・是正を進める

(2)社会制度やlft行における不適切な性差の点検・是｣[を進める

9７
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第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

２．政策等の立案・決定・実行への共同参画を進める

（合、求められていること）

男女共同参ilW社会を形成するためには、行政や社会のあらゆる場而における政策等の

立案・決定・実行への男女共|可参l1hiが重要です。これまで、行政が設liftする審議会等に

おいて女性委貝比率等の上昇などが|叉'られてきましたが、政沿、行政、企業組織、地域

組織などにおける立案・決定・実行への男女の共同参両は、まだまだ不十分な状》Uにあ

ります。

今後、あらゆる場面における政策等の立案・決定・実行への男女共lTil参画を進める必

要があります。

（取り組みの方向）

あらゆる場面における政策の立案及び決定、実行への』〃女共同参両を進めます。

(1)行政における政策等の立案及び決定、災行への共同参llqiを進める

(2)社会のあらゆる分野における立案，決定・実行への共同参画を進める
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